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   磐田市介護保険条例の一部を改正する条例 

 磐田市介護保険条例（平成１７年磐田市条例第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則に次の１条を加える。 

 （令和８年度分の保険料の減免の特例） 

第１０条 令和８年度分に限り、第４条第１項の規定にかかわらず、市長は、

第１号被保険者又はその者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が次の

各号のいずれにも該当する場合は、保険料を減免することができる。 

 ⑴ 令和７年度及び令和８年度の市民税が非課税であること。 

 ⑵ 令和７年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をい

う。 ）の収入金額が５５１，０００円以上１９０万円未満であること。 

 ⑶ 令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有する者であ

り、かつ、令和８年度分の市民税の賦課期日において市内に住所を有す

る者であること。 

２ 第１０条第２項の規定にかかわらず、前項の規定による減免は、申請に

よらずに行うことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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磐田市介護保険条例新旧対照表 

現行 改正案 

附 則 

 

附 則 

 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 略 

 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 略 

 

 （令和８年度分の保険料の減免の特例） 

（追加） 第10条 令和８年度分に限り、第４条第１項の規定にかかわらず、市長は、

第１号被保険者又はその者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が次の

各号のいずれにも該当する場合は、保険料を減免することができる。 

 (１) 令和７年度及び令和８年度の市民税が非課税であること。 

 (２) 令和７年中の給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をい

う。）の収入金額が551,000円以上190万円未満であること。 

 (３) 令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有する者で

あり、かつ、令和８年度分の市民税の賦課期日において市内に住所を有

する者であること。 

 ２ 第10条第２項の規定にかかわらず、前項の規定による減免は、申請によ

らずに行うことができる。 

 

 



参考資料 

 

 介護保険条例の一部改正について（特例減免の実施） 

１ 条例改正までの経緯                                 

以下の経緯を踏まえ、令和８年度の介護保険料に限り特例減免を実施するため、

介護保険条例の一部を改正する。 

 １ 令和７年度税制改正（給与所得控除額引上げ） 

給与所得控除の最低保障額の引上げ（10 万円：55 万円→65 万円）に伴い、市

民税課税の有無や合計所得金額を算定基準とする介護保険料においては、合計所

得金額の減少により保険料段階が下がり、保険料収入が減少するという影響が生

じることとなった。 

２ 介護保険法施行令の改正（税制改正の影響を遮断） 

介護保険事業計画（現在は令和６年度～８年度の第９期計画）では、３年を１

期として保険料を定めているため、税制改正の影響による保険料収入の減少を防

ぐ観点から、令和８年度の介護保険料に限り、税制改正前の控除額により保険料

を算定する規定を介護保険法施行令の中に制定した。 

３ 特例減免の設定 

厚生労働省は、介護保険法施行令の規定にかかわらず、令和７年度に市民税が

非課税だった者が令和８年度（令和７年中所得）も引き続き非課税となるよう、

控除額引上げの範囲で就労調整（就労収入の増加）を行った者については、保険

料の減免を定めた介護保険法第 142 条の「特別の理由」に該当するとして、自治

体の判断により、令和８年度の保険料を令和７年度の保険料段階まで減免するこ

とができるとする指針を示した。 

２ 減免要件                                 

  今回の特例減免は、以下の要件全てに該当する者について、減免申請によらず、 

令和８年度の介護保険料に限り特例減免を適用する。 

＜減免要件＞ 

① 課税要件：令和７年度及び令和８年度の市民税が非課税であること。 

② 収入要件：令和７年中の給与所得の収入金額が 55 万 1,000 円以上 190 万円未 

     満であること。（所得控除 65 万円が適用される収入要件） 

③ 住所要件：令和８年度分の保険料の賦課期日（令和８年４月１日）及び令和８  

年度の市民税の賦課期日（令和８年１月１日）において、市内に住 

所を有すること。（本人または世帯員） 

 

※ 上記減免要件を介護保険条例附則に追加するものとする。 

 

 


